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習志野市企業局組織図　（令和２年４月１日現在）

業務部（４０人） 企業総務課（１２人） 管理係（４人）

課長　今富　信幸　

職員係（５人）

情報管理係（２人）

業務部長

秋谷　修 経　理　課（７人） 経理係（３人）

課長　渡辺副技監事務取扱

管理者 主幹　藤倉　雅樹 出納係（３人）

市川　隆幸

業務部次長 料　金　課（５人） 料金係（３人）

真田　知幸 課長　中村　充宗　

主幹　板倉　尚子

副技監

渡辺　裕之

企画係（４人） 事業の基本計画及び総合調整、ガス事業及び水道事業に係る許認可申請・届出

室長　江口　禎治

副室長　福田　淳 需要開発係（２人）

副室長　吉川　充定

主幹　八木ヶ谷　弘基 営業サービス係（２人）

主幹　望月　伸高

工務管理課（７人） 管理係（３人）

　工　務　部（８３人） 課長　川嶋　一挙

　 検査係（３人） ガス水道工事等の検査、工事用資材の入出庫及び管理

工務部長

市原　秀一 ガス水道建設課（１５人） 本支管工事係（７人）

課長　盛　康二

技監 主幹　矢島　淳一

鈴木　竜 装置工事係（６人）

工務部次長

大橋　高士 ガス水道供給課（１５人） 施設係（６人）

課長　御山　俊行

副技監

鈴木　治夫 供給係（８人） ガス水道の原料・水源の受け入れ、ガス水道の供給

ガス水道保安課（１７人） 保安係（７人）

課長　吉橋　敏夫

主幹　安孫子　司

維持係（８人）

下水道課（２２人） 計画係（３人） 下水道計画の策定及び調整、津田沼浄化センターの改築、ストックマネジメント計画に関すること

課長　山﨑　昇

主幹　古市　久

主幹　宍倉　修一 建設係（３人） 下水道等の設計・施工・監理・補償に関すること

維持管理係（５人） 公共下水道等の維持管理、下水道台帳の作成及び保管、水路の境界及び地籍に関すること

排水設備係（３人） 排水設備及び除害施設の監督、指導及び検査、排水設備指定工事店の指定等、水洗便所改造等資金貸付、水洗普及に関すること

総務係（５人） 受益者負担金、建設負担金・維持管理負担金、庶務に関すること

津田沼浄化センター（３人） 津田沼浄化センター及び汚水中継ポンプ場の運転管理、維持管理等

所長　鈴木治夫副技監事務取扱

ガス水道管の維持管理、ガス漏れ・漏水等の修理、メーターの取替え、ガス水道修理工事費の収納

ガス水道管等の設備計画・設計・施工・工程管理、工事費の精算工事等の申込み・問合せ

ガス水道装置工事の設計・施工・工程管理、ガス・水道指定工事店の監督指導

ガス水道構内の施設設備計画・設計・施工・維持管理

ガス漏れ、漏水等の調査、ガス機器の調査、ガス水道の安全使用の指導

現金及び有価証券の出納保管、資金計画、資金の運用

ガス水道料金等の調定・収納・ガス水道の使用開始・休止・廃止、メーター検針

営業企画室　（１３人）

営業基本計画、需要家サービス及び開拓

 ガス機器の販売・修理、指定ガスサービス店の監督指導

部内の管理及び調整、事業の進行、部内の人事・予算・研修・議案・陳情・請願・苦情処理

予算、決算、企業債及び一時借入

（１２４人　管理者含む）

局内の総合調整、部内の陳情・請願・苦情処理、議案、文書の収発・編さん・保存、庁舎管理・案内、契約

局職員の人事・給与・研修・厚生福利

広報あじさいの発行、事務の電算化、公営企業運営協議会
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１０月１日開始の「スマホ決済」周知スケジュール

１.周知方法

　　（１）広報あじさい（第183号）令和２年９月１日発行

　　（２）市ホームページ（企業局ページに掲載）

　　（３）検針票（９月分）

２．周知時期

　　（１）９月１日発行の広報あじさいに掲載

　　（２）９月１日付けでホームページにアップ

　　（３）９月検針票の備考欄に掲載

３．掲載内容

　　（１）広報あじさいは、概要及び決済の種類を掲載し、詳細をホームページ

　　　　 へ誘導

　　（２）ホームページは、スマホ決済の決済方法や使用の際の注意事項など

　　　　 を掲載

　　（３）検針票は、９月検針時には「１０月からスマホ決済を開始します」など、

　     　簡易的な文字を検針票備考欄に記載

令和２年８月２７日

習志野市公営企業運営協議会説明資料

企業局 料金課
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4 5あじさい183号　令和２年（2020年）９月1日発行 あじさい183号　令和２年（2020年）９月1日発行

TEL:047-475-3321（代表）●担当╱料金課

TEL:047-475-3305（直通）●担当╱営業企画室

10月１日から

・令和２年１０月１日から「ＬＩＮＥ Ｐａｙ請求書支払い」、
「ＰａｙＢ」、　「ＰａｙＰａｙ請求書払い」を利用し、ガス・
水道料金、下水道使用料のお支払いができます。
・納入通知書に印字されているバーコードをスマー
トフォンの対応アプリから読み取り、お支払いいた
だく方法です。
・現金の用意や支払いのために外出をする必要がな
くなり、いつでもどこでも簡単な操作でお支払いが
できます。

習志野市企業局では、支払期日・支払い忘れの心配を気にすることなく、
払込み時間や手間を省く「口座振替」 も引き続きお勧めしています！

始まります！「スマホ決済」

「 LINE Pay 請求書支払い 」

「 PayB 」

「 PayPay 請求書払い」

LINE Pay 株式会社が提供するサービスです。
アプリにあらかじめチャージされた残高またはアプリに登録した
Visa LINE Pay クレジットカードからお支払いができます。
支払手数料はかかりません。
※事前に LINE アプリのインストール及び LINE Pay への利用登録とチャージが必要です。

ビリングシステム株式会社が提供するサービスです。
アプリに登録した金融機関口座から引き落しができます。
支払手数料はかかりません。
※事前にアプリケーションのインストール及び銀行口座等の登録が必要です。
※クレジットカードでのお支払いはできません。

PayPay 株式会社が提供するサービスです。
支払手数料はかかりません。
アプリにあらかじめチャージされた残高の中からお支払いができます。
※事前にアプリケーションのインストール及び利用登録とチャージが
必要です。

LINE アプリ内の
ウォレットから
お支払いが可能です！

ネット銀行での
お支払いも可能です！
※PayB内の利用金融機関
　のみ可能

払込み金額に応じて
PayPay ボーナス（0.5％）が

付与されます！

↓習志野市企業局で発行している納入通知書↓

ここを対応アプリから
読みとります

習志野市HP→くらし・手続き→ガス・水道・下水道→習志野市企業局（ガス・水道・下水道）→
ガス・水道料金、下水道使用料→スマホ決済でお支払いができます

※スマホ決済アプリの拡大については、随時検討します。

各アプリケーションでの支払方法や注意事項などについては、ホームページをご覧ください。

令和２年9月１日以降に
発行されたものが利用可能です。

実施のお知らせ

『第 51回ガスフェスタ』開催中止

『２０２０お客様感謝祭』
 習志野市企業局では、毎年秋に開催しております「ガスフェス
タ」について、さまざまな開催手法を検討してまいりました。
　しかしながら、現在の新型コロナウイルス感染拡大の状況
から来場されるお客様や関係者の安全を最優先に考慮した
結果、フェスタ形式による開催を中止とすることにしました。
　一方で、例年このフェスタでガス機器の購入を検討される
お客様が多くいらっしゃることも承知しておりますことから、
ご要望にお応えするために、今回特別価格でガス機器をお買
い求めいただける機会として、ガスフェスタに代わる「２０２０
お客様感謝祭」を実施します。

例年「食とくらしの祭典」として、ガスフェスタと同時開催している「農業祭」「消防・救急フェア」
「スポ振 スポーツ広場」についても、今年は中止となります。

※ガス機器の詳細については、9月下旬頃ホームページおよびチラシにてお知らせします。

開催概要
ガス機器（最新機器を含む）をホームページおよ
びチラシにてご覧いただき、特別価格でお買い求
めいただけます。また、取付工事などについての
ご相談・お見積り、実物のガス機器の展示販売は、
市内にあります２店のサービスショップにて行い
ますので、お気軽にお問い合わせください。

開催期間

ホームページのご案内
習志野市ＨＰ→くらし・手続き→
ガス・水道・下水道→習志野市
企業局（ガス・水道・下水道）→
お知らせ→２０２０お客様感謝祭

展示販売場所（サービスショップ）
①習志野ガス大久保センター株式会社
　　住所：習志野市本大久保２－１０－２５
　　　　電話：０４７－４７４－１４２６
　　　　営業時間：９時から１７時３０分まで　
　　　　（土日祝日も営業）
②株式会社習志野ガス設備工業
　　住所：習志野市袖ケ浦３－５－３－２
　　　　袖ケ浦団地ショッピングセンター内
　　　　電話：０４７－４５４－００２５
　　　　営業時間：９時から１７時３０分まで　
　　　　（土日祝日も営業）

令和2年 月 日から10 1 月 日まで11 30

昨年のガスフェスタの様子

2020 お客様感謝祭

今年のガスフェスタは
中止です

ナラシド♪
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「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたガス料金、水道料金及び下水

道使用料の支払猶予等の対応」 

 

 

１．国の動向 

 

・ 令和 2 年 3 月 18 日「政府の新型コロナウイルス感染症対策本部」におい

て、緊急措置として「公共料金の支払の猶予等を要請」することとした。 

・ 3 月 18 日付けで厚生労働省（水道）、国土交通省（下水道）、3 月 19 日付

けで経済産業省（ガス）、総務省（水道、下水道、ガス）より、支払猶予など

柔軟な対応を要請 

 

 

２．企業局の対応 

 

 （１）支払猶予 

施行日 内容 期間 対象 

3/25 
２月分～ ４月分料金等

の早収期間・支払期限

の猶予 

1か月 
新型コロナウイルス感染症の影響

により、生活福祉資金貸付制度に

おける「緊急小口資金」及び「総合

支援資金」の特例貸付の貸付対

象者であって、本市にお申し出が

あった方（個人） 

4/28 
２月分～ ６月分料金等

の早収期間・支払期限

の猶予 

3か月 
「新型コロナウイルス感染症の影

響により収入が減少し支払いが困

難な方」（個人・法人）に変更 

6/26 
２月分～ ８月分料金等

の早収期間・支払期限

の猶予 

〃 〃 

8/24 
２月分～１０月分料金等

の早収期間・支払期限

の猶予 

〃 〃 

 

（２）供給停止 

滞納者への供給停止についても柔軟に対応 

 

 

３．支払猶予等の現状（7月末時点） 

  支払猶予実施者数 ９７件 

 

 

４．今後の対応 

  感染拡大の状況を注視し、支払猶予の対象月の延長等を検討 

令和２年８月２７日 
習志野市公営企業運営協議会説明資料 
企業局 営業企画室 
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